
発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審査及び 

使用前検査の進め方について 

 

平成２６年５月２日 

原 子 力 規 制 庁 

１．背景 

 現在進めている発電用原子炉施設に係る新規制基準適合性審査においては、原子

炉等規制法に基づく原子炉設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可に係

る事項を併せて審議しているものの、これまでのところは原子炉設置変更許可に

係る事項が中心。 

 今後、基準地震動を踏まえた耐震評価や、新たに規制対象となる設備・機器等の

整備に係る審査資料の提出を得て、工事計画及び保安規定変更に係る具体的な確

認を進めることとなる。また、新たに規制対象となる設備・機器等については、

工事計画認可の後、使用前検査を実施する。 

 これら工事計画の審査及び使用前検査についての対応方針を検討する。 

 

２．工事計画認可に係る審査について 

 工事計画に係る申請に関し、基準への適合を実現すること、また、その内容を適

切に記載した申請書を提出することは事業者の責任。 

 大量の計算を含む申請（例えば、耐震・強度評価計算）において、使用されたコ

ードの検証、計算過程や結果に係る品質保証は事業者が適切に実施するべきもの。

審査においては、法第４３条の３の９第３項第３号（以下「３号要件」。品質管理

基準関係。）に基づき、事業者において適切に品質管理がなされたことを確認する

こととし、規制庁において事業者の申請内容について品質管理を目的とした再計

算等は実施しない。 

 同条同項第２号（以下「２号要件」。技術基準関係。）に係る審査においては、事

業者の実施した評価が、既に認可された工事計画で用いられたものと同じ手法及

び条件の場合には、入力と結果を確認することとし、新たな手法等である場合に

は、それに先立ち、その手法等の妥当性と適用可能性を確認する。また、機器・

設備等の機能の確認にあたっては、仕様毎に分類し技術基準への適合性を確認す

る等の手法を用いる。 

 なお、これらの確認において問題が見られた場合には、当該工事計画の不認可処

分を含め、厳格な対応を行う。また、認可後に認可要件に違反することが判明し

た場合には、それが２号要件に該当する場合は、違反の内容・程度及び施設の状

況等を踏まえつつ、法第４３条の３の２３第１項に基づく施設使用停止等命令の

発出を行うこと等により対応する。違反がもっぱら３号要件に該当する場合には、

工事計画変更認可手続の実施を求める等の対応を行う。使用前検査後に記載内容

の誤り等が発覚した場合の対応については、３．の通り。 
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３．使用前検査について 

 対象設備について、認可された工事計画に従って工事を行い、工事計画に従って

いること及び技術基準に適合していることを示すことは事業者の役割。使用前検

査にあたっては、安全機能を有する主要な設備に対してより多くの規制資源を投

入することが合理的である。 

 したがって、安全機能を有する主要な設備については、これまでの実績を踏まえ

た適切な手法で検査を実施する一方、それ以外の設備については、使用前検査に

おいて、事業者において認可された工事計画に従って工事が行われたことを記録

により包括的に確認するとともに、抜き取りにより現物を確認する等の手法を用

いる。 

 なお、抜き取り確認により技術基準への不適合が認められる場合には、同様の工

事計画の下に工事が行われた箇所全体を不合格とする等の対応を行う。また、検

査合格後に、技術基準に違反することが判明した場合には、違反の内容・程度及

び施設の状況等を踏まえつつ、法第４３条の３の２３第１項に基づく施設使用停

止等命令の発出を行うこと等により対処する。また、その工事が、認可を受けた

工事計画の定める品質管理方法等によらずに行われたことが判明した場合には、

品質管理体制の改善を求める等の対応を行う。 

以上 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 

 

（工事の計画の認可）  

第四十三条の三の九  発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によつ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規

則で定めるものを除く。）をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところに

より、当該工事に着手する前に、その工事の計画について原子力規制委員会の認可を受けなければな

らない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合

において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。  

２  前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会

規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、当該変更が原子

力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。  

３  原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前

二項の認可をしなければならない。  

一  その工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第

三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。  

二  発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。  

三  その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則

で定める技術上の基準に適合するものであること。  

（後略） 

 

（工事の計画の届出）  

第四十三条の三の十  発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（前条第一項の原子力規制委員会規則

で定めるものに限る。）であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置

者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その工事の計画を原子力規制委員会に届け出なけ

ればならない。その工事の計画の変更（原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。）をしようとす

るときも、同様とする。  

（後略） 

 

（使用前検査）  

第四十三条の三の十一  第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の

工事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする

発電用原子炉施設（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同

条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）は、その工事について原子力規制委員会規則で

定めるところにより原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはな

らない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。  

２  前項の検査においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格と

する。  
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一  その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画（同項ただし書の

原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をし

た工事の計画（同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行

われたものであること。  

二  第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。  

 

（発電用原子炉施設の維持）  

第四十三条の三の十四  発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める

技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認

可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。  

 

（施設の使用の停止等）  

第四十三条の三の二十三  原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十

三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の

三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子

炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関

する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、そ

の発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原

子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。  

（後略） 

 

第五十七条の九  製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用

原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧

加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業

者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。）は、

この法律の規定に基づき、原子力施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉による災害の防止に関し、原子力施設の安全性の向上に資する設備又は機器

の設置、保安教育の充実その他必要な措置を講ずる責務を有する。  

 

第七十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。  

八の二  第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条の三の二十三第一項、第四十三条の

十九第一項、第四十九条第一項、第五十一条の十七第一項、第五十八条第三項又は第五十九条第四

項（特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。）の規定による命令に違反した者  
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